
東海中学校小荷物昇降機保守点検仕様書 

 

１．点検対象 東海中学校小荷物昇降機（ＤＦ-200ＴＲ-Ｂ45） １台 

 

２. 履行場所 村立東海中学校の各階の配膳室 

 

３．履行期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

 

４．業務内容 毎月１回点検・調整を行う。ただし，８月は除く。 

       建築基準法に基づく定期検査（年 1 回）を行う。 

 

５．点検・調整箇所及び内容  

・労働安全衛生法に基づき行うこと。 

番号 名 称 

１ 惓上機及び電動機 

２ 制御装置 

３ 調速機 

４ ソラセ車 

５ 昇降路内器具 

６ 惓上網 

７ 調速機網 

８ 乗場扉・戸締りスイッチ 

９ 乗場押釦・位置及び方向知らせ灯 

１０ 戸閉機構 

１１ 籠内及び籠廻り器具 

１２ ピット及びピット内器具 

１３ つり合いおもり 

１４ 油圧エレベーター 油圧機部 

１５ プランジャー・シリンダー 

１６ 運転状態 

１７ 外部連絡装置（インターホン） 

６．その他  

 ・点検時に，早急な修理・交換等の必要がある箇所が見つかった場合は，改善箇所指摘報告書（指 

摘箇所の所見及び写真添付）及び修繕等に要する見積書を提出するものとする。 

・各業務の報告は，施設管理者と担当課へ書面をもって速やかに提出すること。 

 ・給食室のため，衛生に十分注意し業務を実施すること。特に作業着は衛生的なものを着用する

こと。 

 ・業務を実施する者の全員分の「腸内細菌検査（O‐157 を含む）成績表」を学校教育課に提出

すること。（業務実施日の２週間以内に実施したもの）なお，検査手数料については，契約額

に含めるものとする。 

・点検の日時は学校関係者と協議の上，行うこと。また，点検作業は給食作業中には行わないこ

と。 


